
も
知
ら
れ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
の
信
奉
者
で
、
明
治
三
十
年
四
月
十
一
日
に
大

内
青
密
、
島
田
蕃
根
、
桑
田
衡
平
と
謀
っ
て
上
宮
教
会
を
起
こ
し
、
仏
教
関
係

の
講
演
会
や
出
版
を
続
け
た
。
高
嶋
米
峰
、
村
田
丹
陵
、
竹
内
久
一

、
岡
崎
雪

声
、
前
田
香
雪
ら
は
こ
の
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た

生
伝
』
昭
和
十
六
年
。
上
宮
教
会
）
。

（
斉
藤
一
暁
『
河
瀬
秀
治
先

太
子
祭
祭
典
準
備
に
あ
た
っ
た
の
は
国
華
倶
楽
部
の
正
木
直
彦
、
河
瀬
秀

治
、
今
泉
雄
作
、
高
村
光
雲
、
前
田
香
雪
、
村
田
丹
陵
、
藤
井
祐
敬
、
田
口
米

肪
ら
委
員
た
ち
で
あ
っ
た
（
『
美
術
新
報
』
第
十
巻
第
七
号
。
明
治
四
十
四
年
五
月
）
。

祭
典
当
日
は
緒
紳
、
名
士
、
新
聞
記
者
等
三
百
余
名
が
出
席
し
、
河
瀬
秀
治
に

よ
る
祭
典
の
趣
旨
と
高
村
光
雲
作
聖
徳
太
子
像
寄
贈
に
関
す
る
演
説
、
法
隆
寺

管
主
佐
伯
定
胤
お
よ
び
興
福
寺
管
主
大
西
良
慶
、
法
隆
寺
執
事
佐
伯
良
謙
に
よ

る
上
記
太
子
像
の
開
眼
式
、
藤
井
祐
敬
、
村
田
丹
陵
に
よ
る
供
個
の
儀
、
大
西

良
慶
に
よ
る
唄
、
佐
伯
良
謙
に
よ
る
散
華
、
佐
伯
定
胤
に
よ
る
炭
讃
文
奉
読
と

読
経
、
正
木
直
彦
に
よ
る
祭
文
朗
読
、
舞
楽
（
胡
蝶
、
陵
王
）
の
奉
納
、
長
疫
子

奏
楽
が
行
わ
れ
た
。
舞
楽
の
舞
人
は
荘
司
庄
太
郎
、
向
山
駒
吉
、
神
谷
勇
吉
、

楽
人
は
多
節
長
、
岡
昌
次
、
中
村
要
作
、
野
沢
勝
太
郎
、
江
川
安
太
郎
、
東
儀

文
礼、

法
木
芳
次
、
小
野
亮
広
外
一
名
で
、
装
束
は
宮
内
省
御
用
達
装
束
師
高

田
茂
に
新
調
さ
せ
た
も
の
を
、
ま
た
、
闇
陵
王
の
面
は
竹
内
久
一
が
東
大
寺
所

蔵
の
陵
王
の
面
に
基
づ
い
て
彫
刻
し
た
も
の
を
用
い
た
。

紀
念
展
覧
会
は
日
本
画
科
の
教
室
を
会
場
と
し
て
御
物
を
は
じ
め
法
隆
寺
、

帝
室
博
物
館
、
内
閣
文
庫
、
本
校
、
日
本
美
術
院
、
東
京
帝
国
大
学
お
よ
び
個

人
が
出
陳
し
た
聖
徳
太
子
と
法
隆
寺
、
お
よ
び
推
古
朝
と
六
朝
時
代
に
関
す
る

絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
、
古
記
録
、
経
巻
、
建
築
模
型
、
拓
本
、
早
崎
梗
吉
将

来
の
六
朝
時
代
頃
の
仏
教
や
石
窟
の
写
真
な
ど
多
数
が
展
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
大
規
模
な
企
画
展
が
本
校
で
行
わ
れ
た
の
は
空
前
絶
後
と
言
っ
て
よ
く
、

そ
こ
に
正
木
直
彦
の
威
勢
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
明
治
三
十
六

年
に
本
校
で
華
々
し
い
美
術
祭
が
行
わ
れ
た
が
、
正
木
校
長
の
理
想
は
む
し
ろ

今
回
の
よ
う
な
し
め
や
か
な
祭
典
と
展
覧
会
の
方
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

、。カ
祭
典
終
了
後
、
講
堂
で
関
野
貞
の
「
美
術
史
上
に
於
け
る
法
隆
寺
の
地
位」

と
題
す
る
講
演
が
あ
っ
た
。
そ
の
筆
記
は
上
記
月
報
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

太

子
祭
の
あ
と
、
正
木
直
彦
に
よ
る
弘
安
版
憲
法
（
木
版
）
分
与
計
画
、
紀
念
展
覧

会
出
品
目
録
頒
布
計
画
、
美
術
通
信
社
主
幹
小
原
大
衛
に
よ
る
光
雲
作
太
子
像

の
銅
像
分
配
計
画
な
ど
が
な
さ
れ
た
。
正
木
の
法
隆
寺
顕
彰
計
画
は
『
法
隆
寺

大
鏡
』
の
出
版
（
大
正
二
年
以
降
）
、
聖
徳
太
子
千
三
百
年
御
忌
奉
讃
式
（
同
十

年
）
と
聖
徳
太
子
奉
讃
会
設
立
の
支
援
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
後
も
続
く
。

塑
造
部
卒
業
制
作
に
関
す
る
規
定
改
正

左
記
の
上
申
書
に
基
づ
い
て
塑
造
部
卒
業
製
作
に
関
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ

こ。t
 塑

造
部
卒
業
製
作
競
技
法
変
更
ノ
件

二
付
上
申

従
来
塑
造
部
二
於
テ
ハ
卒
業
製
作
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
場
合
ニ
ハ
一
人
毎
ニ
モ

デ
ル
ヲ
給
シ
各
自
ノ
意
匠
ニ

ョ
リ
製
作
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ
ト
、
相
成
居
候
慮

斯
ク
テ
ハ
非
常
二
廣
大
ナ
ル
面
積
ヲ
有
ス
ル
教
場
ヲ
要
シ
候
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
左

マ
テ
必
要
ト
モ
認
メ
ズ
依
テ
左
ノ
方
法
二
変
更
致
シ
度
此
段
仰
高
裁
候
也

塑
造
部
ノ
卒
業
製
作
ハ
全
体
ヲ
通
ジ
テ
一
人
或
ハ
ニ
人
ノ
モ
デ
ル
ヲ

給
シ
同
一
ノ
方
法
二
依
リ
競
技
的
卒
業
製
作
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ

ト

⑦
 

497 第11節 明治 44年



⑧
 

（『
東
京
美
術
学
校
一
覧
豆
虹
麟
呻
立
罪
』）

「
自
明
治
四
十
四
年
一
月

（
至

年

月

従
来
ハ
一
人
毎
ニ
モ
デ
ル
ヲ
給
シ
テ
卒
業
製
作
ヲ
ナ
サ
シ
メ
シ
ガ
為

メ
製
作
費
ノ
如
キ
モ
一
人
毎
二
賦
拾
五
円
ヲ
要
シ
候
慮
前
項
ノ
如
ク

変
更
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
製
作
費
二
多
大
ノ
餘
裕
ヲ
生
ジ
候
二
付
其
餘
裕

ヲ
以
テ
卒
業
期
或
ハ
四
年
生
等
ノ
平
常
ノ
成
蹟
品
ヲ
製
セ
シ
メ
以
テ

毎
年
成
蹟
品
展
覧
會
出
品
ノ
準
備
ヲ
ナ
ス
コ
ト

明
治
四
十
四
年
四
月
廿
九
日

塑
造
部
受
持
教
員

校
長
正
木
直
彦
殿

た
だ
し
、

教
務
内
規
、
諸
規
定
書
類
教
務
掛
」
）

そ
の
後
も
塑
造
部
生
徒
へ
の
一
人
当
た
り
二
十
五
円
の
制
作
費
支

給
は
停
止
さ
れ
な
か
っ
た
様
子
で
あ
る
（
⑩
の
項
参
照
）
。

規
則
小
改
正

明
治
四
十
四
年
四
月
四
日
、
東
京
美
術
学
校
規
則
第
十
二
章
第
九
十
三
条
に

次
の
語
句
追
加
（
傍
線
部
分
）
が
な
さ
れ
た
。

第
九
十
三
條
特
待
生
ニ
シ
テ
第
二
十
八
條
ノ
虞
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
叉
ハ

休
學
中
ノ
生
徒
若
ク
ハ
再
入
學
等
ノ
ク
メ
半
途
ョ
リ
就
學
ス
ル
ト
キ
ハ
一
ヶ
月

金
賦
圃
五
拾
錢
ノ
割
ヲ
以
テ
其
月
ョ
リ
授
業
料
ヲ
徽
牧
ス

⑨

西
洋
画
科
授
業
要
旨
改
正

明
治
四
十
四
年
度
中
、
各
科
授
業
要
旨
の
西
洋
画
科
の
分
が
次
の
よ
う
に
改

正
さ
れ
た
。

（『
東
京
美
術
学
校
一
覧
立
四
謳
立
認
』）

聾

科

西
洋
聾
科
ハ
分
チ
テ
六
赦
室
ト
ッ
主
ト
シ
テ
木
炭
甕
、
油
聾
ヲ
教
授
シ
叉
鉛

筆
鵞
、
水
彩
鸞
ヲ
併
セ
授
ク
而
ッ
テ
特
二
課
ス
ル
學
科
ヲ
用
器
聾
法
、
解

剖
學
、
遠
近
法
ト
ス

第
一
年
二
於
テ
ハ
専
ラ
石
秤
像
二
披
リ
テ
木
炭
甕
ヲ
習
得
七
シ
メ
兼
テ
油
箱

ノ
静
物
聾
風
景
聾
等
ヲ
授
ク
叉
随
時
題
ヲ
課
シ
テ
構
圏
ヲ
ナ
サ
シ
ム
但

シ
此
學
年
二
限
リ
木
炭
、
水
彩
鉛
筆
ヲ
以
テ
構
岡
ヲ
ナ
サ
シ
ム

第
二
年
二
於
テ
ハ
木
炭
ヲ
以
テ
人
骰
ヲ
窃
生
七
シ
メ
第
三
年
第
四
年
二
於
テ

ハ
油
箱
具
ヲ
以
テ
人
罷
ヲ
窓
生
セ
シ
ム
油
箱
ノ
静
物
霊
風
景
蓋
及
構
圏
等

ハ
學
年
ノ
進
ム
ニ
随
ヒ
順
次
其
程
度
ヲ
高
メ
テ
之
ヲ
課
ス

卒
業
期
二
入
リ
テ
ハ
第
一
學
期
二
於
テ
卒
業
製
作
ノ
構
圏
ヲ
ナ
サ
シ
メ
第
二

第
三
學
期
二
於
テ
其
既
成
ノ
構
圏
二
披
リ
テ
製
作
二
従
事
セ
シ
メ
併
七
テ
自

聾
像
ヲ
描
寓
七
シ
ム

風
景
聾
ハ
期
日
ヲ
限
定
シ
テ
郊
外
窯
生
ヲ
ナ
サ
シ
メ
構
圏
ハ
主
ト
シ
テ
歴
史

及
風
俗
ヲ
課
ス

各
學
年
ノ
課
目
二
封
シ
一
學
期
末
毎
ニ
―
回
ノ
競
技
ヲ
施
行
ジ
技
能
ノ
優
劣

ヲ
判
定
ス

⑩

卒
業
制
作
材
料
補
給
内
規

本
校
火
災
以
前
に
施
行
さ
れ
て
い
た
補
給
内
規
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
以

後
、
明
治
四
十
四
年
制
定
の
も
の
を
掲
げ
る
。

西

洋
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